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Ⅰ はじめに

　これからお話しすることは、否認事件を前
提とするような話が中心になりますが、私も
否認事件が多いわけではなくて、比率的には
認めている事件のほうが多いです。
　では、認めている事件への対応はどうかと
いいますと、検察官ともある程度協力体制が
取れますから、明示的か黙示的かは別として、
こういう話までつけてくれれば、処分保留で
出しますとか略式で落とせますという話が出
てくるわけです。そうすると、民事での交渉
における対応と基本的には同じで、相手が望
むものを、つまり、検察官が決裁しやすい材
料を迅速に探し出して、それを成果物として
提出すればよいわけです。
　こうした場合と、事実関係に関する争いが
含まれている場合とでは、身のこなし方がか
なり変わってきます。ですから、まずその見
極めが大切になるわけです。もちろん安易に、
これは事実関係に争いがない事件だというよ
うに決めつけてはいけないわけですが、とは
いえ、事実関係に争いがなく、早期に身体拘
束から解放し、不起訴処分を勝ち取るべきだ
と思った場合、基本的には身元引受関係や被
害者対応を早期に進めて、書類化するという
作業になるはずです。とにかく見極めとスピ
ード感が問われるという点が、捜査弁護の特
徴になるだろうと思います。
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Ⅱ 捜査弁護の目的

身体拘束への対応1
　不起訴処分を獲得しようと思っている場合
でなくても、身体拘束への対応は当然必要で
す。当然のことですが、被疑事実が存在すれ
ば身体拘束も継続するということではありま
せんから、被疑事実については争いがない場
合であっても、身体拘束から解放されること
はあります。ですから、公判請求の回避や適
正な判決を導くための準備活動と、身体拘束
からの解放活動とは、独立しているという観
点で対応しなければなりません。
　後に細かく触れますが、身体拘束への対応
としては、0か100かという解放活動だけでは
なくて、100の負担を80なり50なりに軽減して
いく活動が必要になってくる場合もあります。

公判請求の回避
（不起訴処分の獲得）2

　公判請求されれば負担はかなりのものにな
りますから、できれば公判請求を回避すべき
ことになります。目的は、認めている事件で
あれば起訴猶予を勝ち取ることですし、そう
でない場合には、罪とならず・嫌疑不十分と
いった不起訴処分を勝ち取ることになります。
あるいは、被疑罪名から起訴罪名に落差をつ
けていく活動です。裁判員裁判になるぞと思
っていたら、弁護の結果、起訴罪名が落ちて
裁判員裁判にならないことがあります。それ
は、刑事弁護人冥利に尽きるところです。

適正な判決を導くための準備活動3
　公判請求が回避できない場合、何が捜査段
階において重要かと言えば、公判請求された
場合に適正な判決を導くための準備活動です。
認めている事件であれば、情状資料を後の公
判に速やかに提出できるようにすること、ま
た無罪主張であれば、無罪主張ができるよう
な証拠関係を保全しておくということです。

目的を見誤ることによって
活動の方向性を誤る危険性4

　捜査弁護活動には、「大は小を兼ねる」とい
う単純な関係がないことに基づく危険性があ
ります。例えば、嫌疑なし・嫌疑不十分での不
起訴を勝ち取ろうとすることが、身体拘束から
の解放に当然につながるという単純な関係に
はありません。間違って目標の重心を誤ると、
どちらも獲得できないということになりかね
ません。獲得不可能な過大な目的を掲げて、そ
のために猪突猛進することによって、小なる
目的すら達成できなくなる危険性があります。
　例えば、少年事件で、とにかく観護措置を
回避したい、少年鑑別所送致を免れたいとい
う視点での活動に逸るあまり、付添人や少年
の非行原因の深刻さに対する認識が甘いとい
う印象を裁判所に抱かせ、観護措置を回避で
きないばかりか、最終処分においてかえって
不利に斟酌される危険性があるということで
す。ですから、がむしゃらに頑張ればいいと
いうわけではなく、獲得可能な目標を設定し
なければならないということです。

Ⅲ 身体拘束への対応

解放活動1
（1）不服申立て
　基本的なことですが、不服申立てとしては、
勾留（勾留期間延長）に対する準抗告や勾留
取消請求、勾留執行停止申立てなどがありま
す。ただ、なかなか功を奏さないのが実際で
す。準抗告を申し立てたら、裁判官面会を申
し入れたり、裁判官面接に身元引受人を同行
して待機させたりします。
（2）勾留理由の把握
　身体拘束からの解放活動を進める上で、捜
査機関がどのような捜査を進行させているの
かを探ることは重要です。勾留理由を把握す
ることが非常に重要です。
　勾留状謄本については、被疑者国選であれ
ば、勾留の裁判があった際のものは送られて
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きます。勾留理由が60条1項3号だけなのか、2
号があるのかを確認することが重要です。
　特に、事実を争っているような場合に留意
したいのは、勾留期間延長の裁判があった場
合、改めて勾留状謄本交付を請求できるとい
うことです（規則154条）。どのような理由で、
勾留延長の「やむを得ない事由」が認められ
たのかを確認します。被疑者取調べ未了とか、
参考人取調べ未了という既定の文言だけの場
合もありますが、少し具体的な文言が加えて
ある場合もあります。
　そして、被疑者取調べにおいて捜査機関が
被疑者にどんなことを聞いているのかを合わ
せ考えると、捜査機関が証拠収集における弱
点をどこだと思っているのかが見えてくる場
合があります。もちろん見えない場合もあり
ますが、見える可能性があるわけですし、し
かも無料ですから、勾留状謄本交付請求を励
行するべきです。とりわけ被疑者国選で勾留
状謄本が自動的に送られてくるようになって、
自らは請求しないという感覚が広まってしま
っているわけですが、勾留期間延長後にも請
求することが必要です。
　勾留理由開示請求については、一度やって
みれば分かりますが、木で鼻をくくったよう
な答えしか返ってきません。「一件記録によれ
ば被疑事実は認められ、弁護人の主張を踏ま
えたとしても勾留の理由は認められる、必要
性にも欠けるところはない。以上です」など
と言われて終わります。ですが、たまにその
勾留理由開示の中で、裁判官が、被疑事実に
ついてより詳細に述べたり、求釈明の中で一
定の証拠関係について言及したりする場合も
あります。もちろん期待はそんなにできない
わけですが、そういう可能性もあるというこ
とは考えなければいけません。
　似たような話は、準抗告をすることによる
副次的効果にもあります。準抗告審の決定書
の記載内容によって、一定の証拠開示機能が
営まれる場合があるのだということです。例
えば、決定書に、被疑事実の内容が勾留状謄
本記載の内容を超えて詳細に記載される場合
があります。私は、裁判官面接のときに、こ

ちらの主張に対して裁判所の認定したところ
をなるべく具体的に示してくださいと言いま
す。すると、多少証拠関係が分かるように被
疑事実の内容が示されたり、一定の範囲で証
拠関係に触れた理由の記載がされたりする場
合があります。そういった意味で、準抗告は、
認容されなくても副次的効果を持ち得るもの
です。勾留期間の延長に対する抑止効を持つ
ような記載がなされる場合もあります。
（3）勾留理由を基礎づける事情の軽減活動
　一般的なことですが、身元引受、被害者対
応、再犯防止策の提示。これが、基本的に検
察官から求められることです。つまり、処分
保留で釈放した際に、被害者や国民一般に非
難されるようなことがあっては困るというの
が検察官の基本的な考え方ですから、そのよ
うな心配を除去するように対応することにな
ります。

負担・弊害の軽減2
（1）治療要請
　被疑者の負担・弊害の軽減ということで、
接見禁止解除を申し立てるというのはよくい
われることですが、近ごろ経験が多いのは、
歯の治療をしてほしいとか、今まで使ってい
た薬がもらいたいといった、治療の要請です。
一般には、治療要請を留置施設や担当検察官
に申し入れるわけですが、そうすると時間が
かかるので、私は、基本的に裁判官に対する申
立て手続のなかで解決するようにしています。
　1つは外部通院のための勾留執行停止申立て
です。現在の勾留施設内では十分な治療が受
けられないので、外部に通院するために勾留
の執行を停止するように申し立てます。する
と、裁判官は、検察官に求意見をします。こ
れは、検察官に対して、「治療を受けさせな
くても大丈夫ですね。勾留執行停止の必要性
なしと言って、後であのときに診察を受けら
れなかったから、供述の任意性が争われると
いったことにならないようにしてください
ね」という確認を黙示的に含んでいます。す
ると、検察官は、「こちらでしっかり治療を受
けさせますから、勾留執行停止は不要です」
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と答える場合が多いわけです。こちらで責任
を持って病院に連れていきますとか、投薬を
しますと。さすがに裁判所への回答に齟齬す
る行動はとれないので、言ったことは守りま
す。我々が検察官に電話などで直接申し入れ
て、検察官から「ご意見は尊重して対応しま
す」という回答を得ても、そうはいきません。
裁判官を巻き込むということが大事だという
ことです。
　勾留の必要性を失ったとして勾留取消請求
や勾留延長に対する準抗告をしても、主たる
理由が病状などの場合、裁判所は事実の取調
べとして、検察官に対して、求意見をし、勾
留に耐え得る身体状況であるのかの回答を求
めます。この求意見によって、事実上治療が
遂げられるということになります。
（2）保釈の早期実現に向けた準備活動
　裁判官は、勾留請求があったとき、理由と
して、簡単に60条1項2号（207条1項による準
用）の「罪証隠滅のおそれ」を付けます。しか
し、この2号が付いているか、それとも3号だ
けかは、本当は極めて大きい差異を生じます。
　保釈請求した際、起訴前に2号が付いていて
も、起訴後は事情変更があったものとして、
当然に「罪証隠滅のおそれ」があるという判
断はしませんが、それでも起訴前に2号が付い
ていると、「罪証隠滅のおそれ」があるので権
利保釈にあたらないという反応を誘発しがち
です。そうすると、起訴前に安易に付けられ
た2号を準抗告で外しておくというのは、かな
り重要なことです。
　だから、通るか通らないかではなく、2号を
外させる準抗告の必要性もあるということを、
ぜひ認識していただきたいと思います。準抗
告審では、勾留の理由はあるものの、2号を認
めたのは相当でないとして、外してくれるこ
とが比較的多くあります。2号を外すと、あと
は3号（逃亡のおそれ）だけの問題ですから、
保釈請求の際に「これは権利保釈です。逃亡
のおそれは保釈金額で考えるべき問題です」
と言えるようになります。
　ですから、準抗告の理由として、2号を付け
たのは明らかにおかしいということをきちん

と書くべきです。本人も認めていて客観的証
拠も収集されているのに、なぜ2号が認められ
るのかを問うべきです。近時、裁判官の意識
も変化していて、安易に身体拘束を長期化す
ることは相当でないという流れも出てきてい
ますから、安易に付けられた2号を外すことに
ついては、準抗告審にかなり積極的な対応を
期待できます。

Ⅳ 違法・不当な捜査への
対応

目的の明確化の必要1
　適正な事実認定のもとでの不起訴処分や、
公判請求された場合に適正判決を得るために
は、当然、違法・不当な捜査への対応が必要
になります。その目的は、とりわけ任意性を
欠くような供述の録取を止めさせるというこ
とになります。ただ、実際の目的としては、
将来的に止めさせるというよりも、違法捜査
によって既に録取されてしまった供述につい
て、後の公判で任意性を争うことができるよ
うに証拠固めをすること、また、検察官に対
し、公判で任意性が争われるという危機感を
抱かせて公判請求をちゅうちょさせることが
重要です。
　しかし、ここでも、目的の比重のとらえ方
を誤ると、どちらの目的も達成できなくなる
ことに留意すべきです。特に、どこまで具体
的かつ詳細に、被疑者が訴えている内容を警
告文等で指摘するべきかが問題となります。
具体的であればあるほど、将来の抑止効果も
証拠価値も高いでしょう。裁判所がいつも指
摘するように、内容が具体的で迫真性がある
供述の方が証拠価値を高く評価されるのは事
実です。「確かにこういうことを当時から言っ
ていたのであれば、違法捜査はあったのだろ
う」という推認を生むということです。しか
も、捜査機関に対しては、「被疑者と弁護士と
の間できちんとコミュニケーションが取れて
いる。今後も違法・不当な取調べを続けると、
弁護士に筒抜けだ」というメッセージにもな
ります。ただ、裏腹の危険性はあるわけで、
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具体的であればあるほど、後に他の証拠との
矛盾抵触を指摘されるおそれも高くなります。
つまり、「こんなにひどいことをされた」と興
奮状態の被疑者から事情を聞いて、それをそ
のまま具体的詳細に書いてしまうと、その内
容が取調経過報告書などの客観的資料、例え
ば、留置場からの出し入れの時刻などと齟齬
してしまうこともありえます。すると、裁判
所は、すぐにその矛盾点を突いて「被疑者の
供述は信用できない」と判断してしまうおそ
れがあります。
　あまり過度に具体性を出しても、後で足元
をすくわれる危険性があるわけですから、ど
の目的に中心を置いてどこまで書くかという
ことの取捨選択をしなければなりません。新
規登録で本当に頑張っている先生に限って、
「これは大変なことだ。きちんと代弁してあげ
ないと」と考え、ありったけ書く場合が多い
です。しかし、その結果、後に足元をすくわ
れるという非常に悲しい結果になることがあ
ります。弁護人が代弁するべき言い分という
のは、被疑者にとって後々に生じるかもしれ
ない影響までも考慮して、「最善の利益」を追
求した内容でなければなりません。被疑者の
言い分をそのまま伝えればよいというわけで
はありません。主張した内容が後にどう評価
されるかも考えての取捨選択が必要です。民
事でも、被告である依頼者から言われたこと
を何でも答弁書に書けばよいわけではなく、
いったん整理して、後にも動揺しないであろ
うことしか書くべきではないというのが一般
的な理解であろうと思います。これに対して、
初回聴取で依頼者が話した内容について、鵜
呑みにして「ひどい相手方ですね。全部書い
て言い負かしましょう」などと安易に同調し、
吟味もしないで、そのまま書面化して提出し
てしまうと、程なく、当方の主張内容と矛盾
する客観的な書証が1枚送られてきて、当方の
主張が一瞬にして崩れてしまうといった危険
性に留意しなければなりません。
　申入れを行う方式についても、書面による
のか口頭によるのかという選択をする必要が
あります。書面にすれば、もちろん証拠化に

は優れているものの、逆に内容を確定してし
まうことになりますから、自分の足元をすく
われる危険もあります。口頭にすれば、残ら
ないから言いたい放題という部分はあるもの
の、相手が録音していれば残りますし、逆に
証拠化できないという側面もあります。
　申入れの相手方を誰にするのかという問題
もあります。具体的に違法行為をしている警
察を相手にすることも考えられます。しかし、
そうすると、水掛け論になってしまうだけで
す。では、担当検察官なのか、検事正なのか、
それとも裁判官を介してなのかということに
なります。
　例えば、配達証明付き内容証明郵便で検事
正にあてて送るという方法が考えられます。
検事正にあてるときは、「貴職が担当検察官に
対する指揮権を適正に発動しないから、担当
検察官が警察官に対する適正な指揮命令をし
ない。そのために警察官による違法捜査が看
過されている」と述べます。そうすると、組
織というのは非常によくできていまして、検
事正に送ったものは、検事正に留まることは
ありません。必ず写しが担当検察官にも渡さ
れます。また、担当検察官は、問題の警察官
に対して、指摘されたようなことがあったの
かと尋ね、多くの場合、警察官が捜査報告書
を作成して回答するか、検察事務官が電話聴
取書を作成して回答内容を証拠化することに
なります。ですから、配達証明付き内容証明
郵便を送る場合、警察にも担当検察官にも送
る必要はなく、基本的には、検事正に送って
おけばよいということです。
　ただ、そうはいっても、配達証明付き内容
証明郵便には費用が掛かります。しかし、被
疑者国選ではこの費用は出ません。費用を掛
けずに高度に証拠価値がある確定日付と内容
証明を得るのであれば、裁判官に対する申立
ての形式をとって、その中で違法捜査が存在
したという主張を盛り込むことになります。
例えば、勾留取消請求の中で、「このような違
法捜査があった以上、もはや勾留の必要性が
失われた」と主張することになります。そし
て、勾留取消請求書の控えに裁判所の受付印
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をもらうと、これは信頼性の高い確定日付に
なります。内容証明にもなります。

将来抑止効果をねらう場合の
獲得目標2

　なぜ違法捜査に対して抗議すると将来抑止
効が得られるのでしょうか。別に、警察官は、
「あの弁護士はすごい迫力だったから止めよ
う」と思うわけではないと思います。組織的
な対応を強いられる面倒を避けるために止め
るのだと思います。検察官から違法捜査があ
ったのではないかという問い合わせがあると、
そうした問い合わせ文書は警察内で稟議の対
象になります。警察官は、捜査報告書や電話
聴取書などを作成しなければならなくなりま
すし、上司の仕事も増えます。
　捜査機関は、組織として対応する余計な負
担を負う面倒を嫌います。被疑者の人権とい
う以前に、組織の本能的な性質として、面倒
を嫌います。すると、面倒が生じることを意
識させれば、「こういうことをやると面倒が増
えるからやめておこう」という抑止効になる
のだと思われます。面倒が増える組織的対応
を必要とするように、組織を巻き込めばよい
わけですから、別に直接的に抗議する必要は
なく、裁判官に対する申立てでも十分だとい
うことです。

どこまでの事情を証拠化するか3
　結局、元に戻って、どこまでの事情を確定
して証拠化するかということが重要になって
きます。公判段階で主張するのと具体的に完
全に一致する内容まで、起訴前段階で確定し
ておく必要があるのでしょうか。
　もちろん確定できれば、それに越したこと
はありません。早い段階から継続して主張し
ているほど、証拠価値が高くなるのは当然で
す。ただ、確定することには危険を伴います。
確定してしまうと、後に変遷と評価されてし
まうおそれがあります。
　極端なことを言えば、当時から違法だとい
うことを指摘していたということ、これを言
うだけで足りるという場面もあります。これ

は、以前の一致供述が証拠価値を持つという
ことです。捜査の違法の話に限らず、いきな
り公判段階になって弁解を主張し始めると、
証拠開示を受けた後に開示証拠の内容と符合
するように後付けで主張しているのではない
かと弾劾を受けるのが常です。これに対する
有効な反論は、変遷原因とされる事情があっ
た以前の時期から一致供述があるので、変遷
したという弾劾には合理性がないというもの
です。以前の一致供述の存在によって、変遷
があるという主張に対する弾劾になるのです。
　このような「以前の一致供述」は、非供述
証拠として利用でき、伝聞法則の適用を受け
ません。つまり、供述内容が真実であること
を前提とせず、単純に変遷事由とされる事情
の発生時期を挟んだ前後の供述が一致してい
ることを示せれば、証拠価値があります。で
すから、以前から同一内容を供述していたと
いうことをある程度抽象的にでも証拠化して
おくことは、無意味なことではありません。
伝聞法則の適用がない証拠として作成してお
くことは、後の公判を見据えた上で大切なこ
とです。実際には、接見メモという形式で、
「被疑者の供述を内容とする聴取弁護人の供述
に代えた書面」として証拠化されますので、
法廷に顕出させるには、弁護人が証言した上
で、その以前の一致供述として接見メモを提
出することになります。その詳細については、
後に（編集部注：後編に掲載）詳述すること
とします。
　具体的には、私は、起訴前段階では、任意
性欠如を基礎づける詳細な事情はあまり主張
しません。後に動揺しない内容であることは
少ないからです。結局、一致供述として利用
する場合、供述内容自体が証拠となるわけで
はありませんから、供述内容に示された事実
の存在自体を証明できるわけではありません。
そうすると、詳細にしてもあまり実益がない
のです。ですから、異論はあるかもしれませ
んが、「公判段階になって突如主張し出したわ
けではなく、当時から違法だと主張していた
のだ」ということが証拠化できていればよい
という発想で臨んでいます。 （続く）

講演録：捜査段階の刑事弁護～その理論と実践
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